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第４０号議案 

 

令和８年度使用小・中学校教科用図書の採択について 

 

令和８年度使用小・中学校教科用図書の採択について、臼杵市教育長に対する事

務委任規則（平成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条第１項第８号の規定

に基づき議決を求める。 

 

令和７年７月３０日提出 

 

臼杵市教育委員会教育長　　安　東　　雅　幸　 

 

令和８年度から使用する小・中学校教科用図書の採択をする必要があり、次のと

おり提案する。 

 

 

理　　由 

小中学校では、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３４条及び第４９条に

より、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する

教科用図書を使用しなければならないと規定されてる。 

教科用図書の採択については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する

法律（昭和３８年法律第１８２号）第１３条にて教育委員会で採択することが定め

られている。 

なお、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第

１８２号）第１４条により、義務教育諸学校において使用する教科用図書について

は、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教

科用図書を採択するものとされている。 

上記のことから、「令和６年度に採択替えを行った中学校教科用図書を令和８年

度教科用図書として使用するため同一教科用図書の採択」及び「令和５年度に採択

替えを行った小学校教科用図書を令和８年度教科用図書として使用するため同一

教科用図書の採択」を行う必要があることから提案する。
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種目 採択発行者 種目 採択発行者

国語 光村図書 国語 光村図書

書写 光村図書 書写 光村図書

地理 帝国書院 社会 日本文教出版

地図 帝国書院 地図（帳） 帝国書院

歴史 東京書籍 算数 教育出版

公民 教育出版 理科 大日本図書

数学 日本文教出版 生活 東京書籍

理科 啓林館 音楽 教育芸術社

音楽（一般） 教育芸術社 家庭 開隆堂出版

音楽（器楽） 教育芸術社 図画工作 開隆堂出版

美術 光村図書 保健 学研教育みらい

保健体育 学研教育みらい 外国語 東京書籍

技術 開隆堂出版 道徳 光文書院

家庭 開隆堂出版

英語 三省堂

道徳 東京書籍

○学校教育法附則第９条に規定する教科用図書

【 第４０号議案 別紙】

令和８年度使用　小・中学校教科用図書の採用について

中学校用教科書　令和6年度選定 小学校用教科書　令和5年度選定

　令和８年度特別支援学校並びに特別支援学級において使用する学校教育法附則第９条に規定する
教科用図書の選定資料（令和７年大分県教育委員会）のすべての図書を採択する。
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第４１号議案 

 

臼杵市歴史資料館運営委員会委員の委嘱及び任命について 

 

　臼杵市歴史資料館運営委員会委員の委嘱及び任命することについて、臼杵市教育

長に対する事務委任規則（平成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条第１項

第１３号の規定に基づき議決を求める。 

 

令和７年７月３０日 

臼杵市教育委員会教育長　　安　東　雅　幸　 

 

　臼杵市歴史資料館運営委員会設置要綱第３条及び第４条の規定に基づき、令和７

年８月１日付で下記の者に委嘱及び任命する。 

 

記 

 

臼杵市歴史資料館運営委員会委員 

　　　任期：令和７年８月１日～令和８年７月３１日 

 

理　由 

委員の交代に伴い、引き続き委員の委嘱及び任命を行う必要があるため。

 
　 氏　　　名 住　所 所　　属　 備　考

 
１ 村上　博秋

むらかみ ひろあき

大分市 大分県立先哲史料館館長 日本近世史

 
２ 岩野　祐子

い わ の ゆ う こ

大分市 大分県立臼杵高等学校 社会科教育

 
３ 木下　裕章

きのした ひろあき

臼杵市 臼杵市立福良ヶ丘小学校
社会科教育部会 

（小学校社会科部会）

 
４ 板井　なほ子

い た い こ

臼杵市 臼杵石仏ボランティア　ガイド
の会会長

社会教育
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